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た
め
、
慰
霊
巡
拝
を
実
施
し
ま
す
。

▼
巡
拝
日
程　

令
和
８
年
１
月
15
日

　

㈭
〜
16
日
㈮

▼
追
悼
式　

令
和
８
年
１
月
15
日
㈭

14
時
〜
15
時
／
沖
縄
県
糸
満
市「
福

　

岡
の
慰
霊
の
塔
」

▼
対
象
者　

先
の
大
戦
に
お
け
る
沖

　

縄
地
域
で
の
福
岡
県
出
身
の
戦
没

　

者
お
よ
び
一
般
戦
災
死
没
者
の
遺

　

族
（
子
・
孫
・
ひ
孫
・
甥
・
姪
・

　

姪
孫
な
ど
）
で
県
内
に
居
住
し
て

　

い
る
人

▼
募
集
人
数

20
人

▼
申
込
締
切

12
月
５
日
㈮
必
着

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
一
般
財
団
法
人
福
岡
県
遺
族
連
合

会
（
☎
092
―
761
―
０
０
１
２
）

役
場
福
祉
環
境
課
福
祉
・
障
が
い

者
支
援
係
（
☎
82
―
１
２
３
２
）

【
第
３
回
一
般
曹
候
補
生
】

▼
試
験
日　

▽
筆
記
試
験
・
適
性
検

　

査
／
11
月
29
日
㈯
〜
12
月
２
日
㈫

　

の
う
ち
い
ず
れ
か
１
日

▼
受
験
資
格　

日
本
国
籍
を
有
す
る

18
歳
〜
32
歳
の
人

▼
受
付
締
切

11
月
21
日
㈮

【
第
４
回
自
衛
官
候
補
生
】

▼
試
験
日　

▽
筆
記
試
験
・
適
性
検

　

査
／
11
月
29
日
㈯
〜
12
月
２
日
㈫

　

の
う
ち
い
ず
れ
か
１
日　

▽
口
述

　

試
験
・
身
体
検
査
／
12
月
13
日
㈯

　

〜
15
日
㈪
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
日

▼
受
験
資
格　

日
本
国
籍
を
有
す
る

18
歳
〜
32
歳
の
人

▼
受
付
締
切

11
月
21
日
㈮

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
自
衛
隊
福
岡
地
方
協
力
本
部
飯
塚

地
域
事
務
所

（
☎
０
９
４
８
―
22
―
４
８
４
７
）

　

離
職
な
ど
で
再
就
職
を
希
望
す
る

人
を
対
象
に
、
専
門
知
識
や
技
能
を

学
ぶ
６
か
月
間
の
訓
練
で
す
。

▼
訓
練
期
間

12
月
２
日
㈫
〜
令
和

　

８
年
５
月
29
日
㈮

▼
訓
練
科
名　

も
の

　

づ
く
り
溶
接
科
／

　

定
員
15
人

▼
対
象
者

公
共
職

　

業
安
定
所
（
ハ
ロ

　

ー
ワ
ー
ク
）
に
求

　

職
を
申
し
込
み
し
て
い
る
人

▼
受
講
料　

無
料
（
教
科
書
・
作
業

　

着
な
ど
は
自
己
負
担
）

▼
申
込
方
法　

公
共
職
業
安
定
所（
ハ

　

ロ
ー
ワ
ー
ク
）
に
申
し
込
み

▼
募
集
期
限

11
月
６
日
㈭

▼
入
所
選
考

11
月
12
日
㈬
／
筆
記

　

お
よ
び
面
接

◉
施
設
見
学
会
・
説
明
会

▼
と
き

10
月
14
日
㈫
、
11
月
４
日

　

㈫　

い
ず
れ
も
13
時
か
ら
２
時
間

　

程
度
／
予
約
不
要

問
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
飯
塚

（
☎
０
９
４
８
―
22
―
４
９
８
８
）

　

田
川
・
小
竹
高
等
技
術
専
門
校
で

は
、
令
和
８
年
度
施
設
内
職
業
訓
練

生
（
４
月
入
校
生
）
を
募
集
し
ま
す
。

▼
試
験
日

11
月
18
日
㈫
／
筆
記
お

　

よ
び
面
接

▼
募
集
期
間

10
月
９
日
㈭
〜
11
月

10
日
㈪

▼
募
集
科　

▽
田
川

　

校
＝
電
気
工
事
科
、

　

自
動
車
整
備
科
、

　

木
工
家
具
科
、
エ

　

ク
ス
テ
リ
ア
左
官

　

科
、
O
A
事
務
科

　

▽
小
竹
校
＝
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
科
、

　

自
動
車
整
備
科
、
機
械
加
工
エ
ン

　

ジ
ニ
ア
科
、
建
築
科
、
デ
ザ
イ
ン

　

塗
装
科
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
科

※
詳
し
く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
備

え
付
け
て
い
る
「
訓
練
生
募
集
要
項
」

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

w
w
w.fukuoka-kunren.

ac.jp

）で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
福
岡
県
立
田
川
高
等
技
術
専
門
校

　
（
☎
44
―
１
６
７
６
）

福
岡
県
立
小
竹
高
等
技
術
専
門
校

　
（
☎
０
９
４
９
―
62
―
６
４
４
１
）

　

先
の
大
戦
に
お
け
る
沖

縄
地
域
で
の
福
岡
県
出
身

の
戦
没
者
お
よ
び
一
般
戦
災
死
没
者

の
人
々
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念
す
る

▼
と
き

12
月
５
日
㈮
13
時
45
分

▼
対
象
者

▽
幼
稚
部
＝
令
和
２
年

　

４
月
２
日
〜
令
和
５
年
４
月
１
日

　

に
生
ま
れ
た
幼
児　

▽
高
等
部
専

　

攻
科
理
療
科
＝
特
別
支
援
学
校
高

　

等
部
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学

　

校
を
卒
業
し
た
人
か
、
令
和
８
年

　

３
月
に
卒
業
見
込
み
の
人
、
ま
た

　

は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

　

る
と
認
め
ら
れ
た
人

▼
志
願
資
格　

両
眼
の
視
力
が
概
ね

0.3
未
満
の
人
、
ま
た
は
視
力
以
外

　

の
視
機
能
障
が
い
が
高
度
の
も
の

　

の
う
ち
、
拡
大
鏡
な
ど
の
使
用
に

　

よ
っ
て
も
通
常
の
文
字
、
図
形
な

　

ど
の
視
覚
に
よ
る
認
識
が
不
可
能

Information くらしに役立つ情報満載
自
衛
官
等
採
用
試
験

　

ま
た
は
著
し
く

　

困
難
な
程
度
の

　

人
で
、
原
則
保

　

護
者
と
と
も
に

　

県
内
に
在
住
し

　

て
い
る
人

問
福
岡
県
立
北
九
州
視
覚
特
別
支
援

学
校
（
☎
093
―
651
―
５
４
１
９
）

▼
と
き

10
月
17
日
㈮
13
時
〜
16
時

▼
と
こ
ろ　

オ
ー
ク
ホ
ー
ル

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
役
場
福
祉
環
境
課
福
祉
・
障
が
い

者
支
援
係
（
☎
82
―
１
２
３
２
）

北
九
州
視
覚
特
別
支
援
学
校

幼
児
・
専
攻
科
生「
募
集
説
明
会
」

社会保険以外の期間は
国民年金への加入が必要です

外国籍の従業員がいる事業主の皆さんへ

　外国籍の人が日本に入国して、社会保険
（厚生年金保険など）に加入する場合「入国
から社会保険加入までの期間」や「離職に
より社会保険の資格を喪失した後の期間」
は、法律によって国民年金の加入者となり、
保険料を納付する義務があります。保険料
を未納のままにすると、障害年金の給付や
在留資格（特定技能）の変更・更新申請、
永住許可申請の審査に影響が出る場合があ
ります。外国籍の従業員がいる事業主の皆
さんは、保険料納付や免除申請などの手続
きが必要なことを案内してください。

▶入国

▷入社

▶退社

▷入社

　入国の初年度など、日本国内で前年に所
得がないときは、申請により全額免除が認
められます。また、離職して社会保険の資
格を喪失したときは、失業特例免除制度に
より免除が認められる場合があります。
問 役場住民課保険年金係（☎82-5966）
　 直方年金事務所（☎0949-22-0891）

福
岡
県
公
共
職
業
訓
練

施
設
内
訓
練
生
募
集

10
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は
「
公

証
週
間
」
で
す
。
も
め
な
い
相
続
と

安
心
の
老
後
、
子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
の
た
め
に
、
公
正
証
書
を
活
用

し
ま
し
ょ
う
。

▼
と
き

10
月
５
日
㈰
９
時
〜
15
時

　

／
要
事
前
予
約

▼
と
こ
ろ　

田
川
公
証
役
場（
田
川
市
）

▼
相
談
内
容　

相
続
や
遺
言
、
任
意

　

後
見
、
養
育
費
、
各
種
契
約
な
ど

問
田
川
公
証
役
場

（
☎
44
―
４
１
３
０
）

　

秋
の
引
っ
越
し
シ
ー
ズ
ン
に
合
わ

せ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加
す
る
賃
貸
住

宅
の
敷
金
、
原
状
回

復
費
用
に
関
す
る
相

談
に
司
法
書
士
が
無

料
で
応
じ
ま
す
。

▼
と
き

10
月
１
日
㈬
〜
31
日
㈮
の

　

平
日
16
時
〜
18
時

▼
相
談
方
法　

電
話
（
☎
092
ー
714̶

　

０
６
１
６
）

問
福
岡
県
司
法
書
士
会
事
務
局

　
（
☎
092
―
722
―
４
１
３
１
）

　

相
談
員
が
本
人
と
そ
の
家
族
の
困

り
ご
と
の
解
決
に
向
け
、
必
要
な
支

援
・
手
続
き
に
繋
ぐ
な
ど
の
相
談
支

援
を
行
い
ま
す
。
生
活
全
般
、
子
育

て
や
家
族
の
悩
み
が
あ
る
人
は
気
軽

に
相
談
く
だ
さ
い
。

福
岡
県
沖
縄
地
域
戦
没
者

慰
霊
巡
拝
団
員
募
集

敷
金
・
原
状
回
復
費
用
に

関
す
る
無
料
電
話
相
談
会

▼
と
き

10
月
16
日
㈭
10
時
30
分
〜

12
時
、
13
時
〜
14
時
30
分
／
要
事

　

前
予
約

▼
と
こ
ろ　

添
田
町
役
場

問
福
岡
県
自
立
相
談
支
援
事
務
所

（
☎
44
―
８
６
３
１
）

子
ど
も
支
援
オ
フ
ィ
ス

（
☎
44
―
８
６
１
２
）

　

労
使
交
渉
が
進
展
し
な
い
、
使
用

者
か
ら
不
当
な
扱
い
を
受
け
た
な
ど

労
働
組
合
と
使
用
者
と
の
労
働
問
題

解
決
の
た
め
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
、

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
は
、
福

岡
労
働
委
員
会
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

問
福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整

課
（
☎
092
ー
643
―
３
９
８
０
）

公
共
職
業
訓
練
生（
12
月
生
）を

募
集
し
ま
す

子
ど
も
支
援
オ
フ
ィ
ス

無
料
巡
回
相
談
会

歯科健診を受診しましょう

後期高齢者医療制度に加入の皆さん

　後期高齢者医療広域連合
では、口腔機能低下や肺炎
等の疾病を予防するため、
歯科健診を実施しています。
今年度の受診期限は令和７
年12月です。まだ受診して
いない人は早めに受診しましょう。対象
者には5月下旬に受診券を発送していま
す。受診券が見当たらない人は、問い合
わせください。
▶受診対象者　長期入院および一部施設
　入所者を除く、今年度76歳～80歳にな
　る昭和20年４月１日～昭和25年３月31
　日生まれの人
▶受診期限 令和７年12月まで
※歯科医院の休診日を除きます。
▶受診方法　歯科健診を実施している歯
　科医院に予約し受診
※実施歯科医院の一覧は、受診券に同封
しています。
▶受診時に持っていくもの　▷受診券　
　▷マイナ保険証または資格確認書　▷
　自己負担金300円
問 福岡県後期高齢者医療広域連合お問い
　 合わせセンター（☎092-651-3111）

新しい医療証を
郵送しています

重度障がい医療証をお持ちの皆さん

　　　　　重度障がい者医療証を持って
　　　　　いて、所得情報などの受給条
　　　　　件が確認できた人に、10月か
　　　　　ら使用できる医療証を郵送し
　　　　　ています。まだ医療証が届い
ていない場合は、役場住民課保険年金係
に問い合わせください。受給資格の確認
にあたり所得情報が確認できない人には、
所得の申告手続きをお願いすることがあ
ります。
※有効期限が令和８年９月30日より前の
場合は、有効期限までに障害者手帳およ
び医療証の更新手続きが必要です。
問 役場住民課保険年金係 （☎82-5966）

国民年金への
加入が必要な期間

国民年金への
加入が必要な期間

厚生年金保険
などの期間

厚生年金保険
などの期間

※国民年金保険料
の納付または免除
申請が必要です

没
者

無
料
法
律
出
張
相
談
会

回相無

労
働
組
合
と
使
用
者
の
ト
ラ
ブ
ル

の
解
決
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

。

田
川
公
証
役
場
無
料
相
談
所

　　　

郵

　　
ていない場

　　 　
　 　　
　 　　
　　　 　　
　 　


